
計画の推進 持続可能なまちづくりの推進（行財政運営） 

 

最後に、「持続可能なまちづくりの推進」について申し上げます。 

まず、人口減少対策とシティブランド戦略の推進につきましては、学生版全

国「にいはま俱楽部」を活用した情報提供や「移住体験ツアー」を実施し、若

年層の定着及び移住促進に取り組んでまいります。また、「新居浜市シティブ

ランド戦略」に基づく取組を進め、市民が誇りと愛着を持てるまちを目指して

まいります。 

次に、開かれた市政の推進につきましては、新居浜市広報戦略に基づく情報

発信体制の構築と職員のスキル向上に取り組んでまいります。 

また、様々なツールや機会を捉えた対話型広聴を進めるとともに、テレビ放

送を活用した広報番組などを通じ、市政への理解促進や効果的な情報発信、そ

して、本市の魅力向上に努めてまいります。 

次に、効果・効率的な自治体経営の推進につきましては、中間見直し後の

「第六次新居浜市長期総合計画（後期計画）」に基づき、将来都市像の実現に

向け、各種施策を着実に、スピード感をもって実施してまいります。 

健全財政の維持につきましては、一般財源・特定財源両面の歳入の確保及び

歳出の抑制による歳入準拠の予算編成に努めるとともに、市民生活への影響を

考慮しつつ、財政調整基金残高の着実な回復に努めてまいります。また、「新

居浜市公共施設再編計画」に基づく公共施設全体の再編を進め、施設総量の縮

減に向けた取組を進めてまいります。 

次に、ＩＣＴの利活用と市民サービスの向上につきましては、国の法律に基

づく基幹業務システムの標準準拠システムへの移行を通じ、業務の効率化と住

民サービスの向上を図ってまいります。また、市民の利便性を高めるスマホ市

役所に向けた取組を進めるとともに、期日前投票所の充実やＡＩ等を利用した

新たな市民サービスの構築に向けた検討を進め、市民満足度の向上を目指して

まいります。 

 

以上、令和８年度の市政運営につきまして、私の基本的な考えと令和８年度

に実施する主な事業を中心に申し上げました。 

 


